
船舶事故等調査報告書 

平成２３年９月２９日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１１長第１８号 

事故等種類 衝突 

発生日時 平成２３年３月９日 １８時２９分ごろ 

発生場所 佐賀県唐津市馬
ま

渡
だら

島西北西方沖 

 肥前馬渡島灯台から真方位２９６°７,２００ｍ付近 

（概位 北緯３３°３５.６′ 東経１２９°４１.６′） 

事故等調査の経過  平成２３年３月１１日、本事故の調査を担当する主管調査官（長崎事務

所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ コンテナ船 UNI
ユ ニ

-POPULAR
ポピュラー

（パナマ共和国籍）、１７,８８７トン 

   ９２０２２０９（ＩＭＯ番号）、GAINING ENTERPRISE S.A.(船舶所

有者）、EVERGREEN MARINE CORP.LTD.（船舶管理会社） 

Ｂ 漁船 第八恵比須
え び す

丸、１１.４２トン 

   ＳＡ２－１７７９（漁船登録番号）、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 一等航海士Ａ（台湾籍） 

Ｂ 船長Ｂ、一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 右舷船首外板に擦過傷 

Ｂ 船尾ブルワーク及び船尾オーニングを破損 

事故等の経過 Ａ船は、船長Ａ及び一等航海士Ａほか２０人が乗り組み、一等航海士Ａ

が船橋当直に就き、真方位約２４８°の針路、約１６ノットの対地速力で

航行中、平成２３年３月９日１８時２９分ごろ、馬渡島西北西方沖におい

て、Ａ船とＢ船の左舷船尾部とが衝突した。 

Ａ船は、ＡＩＳ情報記録によれば、衝突の約５分前から衝突するまで針

路及び速力を変更していなかった。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、１８時００分ごろ馬渡島西北西方沖

で船首からシーアンカーを投入して船首を北西方に向けて機関を中立にし

て漂泊を始め、延縄漁の餌に使用するスルメイカを釣る準備を行ってい

た。 

船長Ｂは、１８時２５分ごろ甲板準備作業を終えてブリッジに入り、寒

かったので後部戸口を閉め、周囲の見張りを行わずに下を向いて作業日誌

を書いていたところ、両船が衝突した。 

船長Ｂは、衝突の音がして前のめりになり、戸口を開けるとＡ船が通り

過ぎて行き、そのうち見えなくなったので、海上保安部に通報した。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 西北西、風速 約８m/s、視界 良好 

海象：波高 約１.５ｍ 

本事故発生場所における日没時刻は、１８時２４分ごろであった。 

 その他の事項 Ｂ船は、マスト灯、両舷灯及び船尾灯を表示していた。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

あり 

なし 



気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

なし 

 Ａ船は、馬渡島西北西方沖を西南西進中、前路

で漂泊中のＢ船に向けて航行し、衝突したものと

考えられるが、Ａ船乗組員から十分な情報が得ら

れなかったため、衝突に至る状況を明らかにする

ことはできなかった。 

 Ａ船は、衝突の約５分前から衝突するまで針路

及び速力を変更しなかったものと考えられる。 

 Ｂ船は、馬渡島西北西方沖において、シーアン

カーを投入して漂泊中、作業日誌を記載していて

見張りを行っていなかったことから、Ａ船の接近

に気付かず、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因 本事故は、夜間（薄明時）、馬渡島西北西方沖において、Ａ船が西南西

進中、Ｂ船が漂泊中、両船が衝突したことにより発生したものと考えられ

る。 

 




